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平成 27年 9月 25日 

各   位 

 

 

 

 

 

 
定款の一部変更に関するお知らせ 

 

当社は、本日開催の取締役会において、平成 27年 11月 27日開催予定の臨時株主総会及び同日開

催予定の普通株主様による種類株主総会に、当社定款の内容の一部を変更する旨の議案を付議するこ

とを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

 

１．定款変更の目的 

   本日公表いたしました「株式会社東京ＴＹフィナンシャルグループと株式会社新銀行東京

の経営統合（株式交換）に関する最終合意について」にてお知らせいたしましたとおり、当

社は、本日開催の取締役会において、株式会社新銀行東京（以下、「新銀行東京」といいま

す。）との間で、当社及び新銀行東京の株主総会及び種類株主総会の承認並びに関係当局の

許認可等を得られることを前提として、当社を株式交換完全親会社、新銀行東京を株式交換完

全子会社とし、平成 28年 4月 1日を効力発生日とする株式交換（以下、「本株式交換」とい

います。）により経営統合を行うことを決議し、本日、新銀行東京との間で株式交換契約（以

下、「本株式交換契約」といいます。）を締結いたしました。 

本株式交換契約においては、その効力発生日（平成 28 年 4 月 1 日）をもって、新銀行東

京のＡ種優先株式 1株につき、当社の第二種優先株式 1株を割当て交付することとされてい

るため、本株式交換の前提として、当社定款について、第二種優先株式に関する規定の追加

その他所要の変更を行うものです。 

なお、当該定款変更は、本株式交換の効力発生までに、本株式交換契約が解除されておら

ず、かつ、本株式交換契約に定める本株式交換契約の効力を失わしめる事由が生じていない

ことを条件として、本株式交換の効力発生日（平成 27 年 4 月 1 日）付でその効力を生じる

ものとします。 

 

２．定款変更の内容 

   変更の内容は、次のとおりです。 

 （下線は変更部分を示します。） 

現  行 改 正 後 

略 

 

第２章  株  式 

 

現行どおり 

 

第２章  株  式 

 

会 社 名 株式会社東京ＴＹフィナンシャルグループ 
代 表 者 名 代表取締役社長 柿 﨑 昭 裕 
コード番号  7173 東証第一部 
問 合 せ 先 経営企画部長   三 浦  毅 

      （TEL.03－5341－4301） 
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（発行可能株式総数） 

第６条 当会社の発行可能株式総数は、 

110,000,000 株とする。 

② 当会社の各種類の株式の発行可能種類株式総

数は、次のとおりとする。 

普通株式  100,000,000株 

第1回第一種優先株式 5,000,000株 

第2回第一種優先株式 5,000,000株 

 

 

略 

 

第３章 第一種優先株式 

 

（第一種優先配当金） 

第 13 条 当会社は、第 52 条第 1 項に定める日を基準

日とする剰余金の期末配当を行うときは、当

該期末配当に係る基準日の最終の株主名簿に

記載または記録された第 1 回第一種優先株式

及び第 2 回第一種優先株式（以下、総称して

「第一種優先株式」という。）を有する株主（以

下、「第一種優先株主」という。）または第一

種優先株式の登録株式質権者（以下、「第一種

優先登録株式質権者」という。）に対し、普通

株式を有する株主（以下、「普通株主」という。）

および普通株式の登録株式質権者（以下、「普

通登録株式質権者」という。）に先立ち、それ

ぞれ次に定める額の金銭による剰余金の配当

（以下、「第一種優先配当金」という。）を支

払う。 

ただし、当該事業年度において第 14 条に定め

る第一種優先中間配当金を支払ったときは、

その額を控除した額とする。 

②～③ 略 

 

（第一種優先中間配当金） 

第 14 条 当会社は、第 52 条第 2 項に定める日を基準

日とする中間配当を行うときは、当該中間配

当に係る基準日の最終の株主名簿に記載また

は記録された第一種優先株主または第一種優

先登録株式質権者に対し、普通株主および普

通登録株式質権者に先立ち、第一種優先株式

1 株につき、第一種優先配当金の額の 2 分の 1

を上限とする金銭（以下、「第一種優先中間配

当金」という。）を支払う。 

（発行可能株式総数） 

第６条 当会社の発行可能株式総数は、 

112,000,000 株とする。 

② 当会社の各種類の株式の発行可能種類株式総

数は、次のとおりとする。 

普通株式      100,000,000株 

第1回第一種優先株式 5,000,000株 

第2回第一種優先株式 5,000,000株 

第二種優先株式    2,000,000株 

 

現行どおり 

 

第３章 優先株式 

 

（第一種優先配当金） 

第 13 条 当会社は、第 44 条第 1 項に定める日を基準

日とする剰余金の期末配当を行うときは、当

該期末配当に係る基準日の最終の株主名簿に

記載または記録された第 1 回第一種優先株式

および第 2 回第一種優先株式（以下、総称し

て「第一種優先株式」という。）を有する株主

（以下、「第一種優先株主」という。）または

第一種優先株式の登録株式質権者（以下、「第

一種優先登録株式質権者」という。）に対し、

普通株式を有する株主（以下、「普通株主」と

いう。）および普通株式の登録株式質権者（以

下、「普通登録株式質権者」という。）に先立

ち、それぞれ次に定める額の金銭による剰余

金の配当（以下、「第一種優先配当金」という。）

を支払う。 

ただし、当該事業年度において第 13 条の 2

に定める第一種優先中間配当金を支払ったと

きは、その額を控除した額とする。 

②～③ 現行どおり 

 

（第一種優先中間配当金） 

第 13 条の２ 当会社は、第 44 条第 2 項に定める日を

基準日とする中間配当を行うときは、当該中

間配当に係る基準日の最終の株主名簿に記載

または記録された第一種優先株主または第一

種優先登録株式質権者に対し、普通株主およ

び普通登録株式質権者に先立ち、第一種優先

株式 1 株につき、第一種優先配当金の額の 2

分の 1 を上限とする金銭（以下、「第一種優先

中間配当金」という。）を支払う。 
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第 15 条～第 16 条 

略 

 

（株式の分割または併合および株式無償割当て） 

第 17 条 当会社は、株式の分割または併合を行うとき

は、普通株式および第一種優先株式の種類ご

とに、同時に同一の割合で行う。 

② 当会社は、株式無償割当てを行うときは、普

通株式および第一種優先株式の種類ごとに、

当該種類の株式の無償割当てを、同時に同一

の割合で行う。 

 

第 18 条～第 20 条 

略 

 

（優先順位） 

第 21 条 略 

 

（除斥期間） 

第 22 条 第 53 条の規定は、第一種優先配当金および

第一種優先中間配当金の支払について、これ

を準用する。 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 13 条の３～第 13 条の４ 

現行どおり 

 

（削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 13 条の５～第 13 条の７ 

現行どおり 

 

（第一種優先株式の優先順位） 

第 13 条の８ 現行どおり 

 

（第一種優先配当金等の除斥期間） 

第 13 条の９ 第 45 条の規定は、第一種優先配当金お

よび第一種優先中間配当金の支払について、

これを準用する。 

 

（第二種優先配当金） 

第 13 条の 10 当会社は、第 44 条第 1 項に定める日を

基準日とする剰余金の期末配当を行うとき

は、当該期末配当に係る基準日の最終の株主

名簿に記載または記録された第二種優先株式

を有する株主（以下、「第二種優先株主」と

いう。）または第二種優先株式の登録株式質

権者（以下、「第二種優先登録株式質権者」

という。）に対し、普通株主および普通登録

株式質権者に先立ち、第二種優先株式 1 株に

つき、20,000 円（ただし、第二種優先株式に

つき、株式の分割、株式無償割当、株式の併

合またはこれに類する事由があった場合に

は、適切に調整される。）に、以下に定める

配当年率を乗じて算出した金銭による剰余金

の配当（以下、「第二種優先配当金」という。）

を支払う。 

     配当年率＝日本円 TIBOR（12 ヶ月物）＋

0.0% 

  ただし、上記の配当年率が5％を超える場合

には、配当年率は5％とする。また、当該事業
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（新 設） 

年度において第13条の11に定める第二種優

先中間配当金を支払ったときは、第二種優先

配当金はその額を控除した額とする。 

  上記の算式において「日本円TIBOR（12

ヶ月物）」とは、毎年の4月1日（ただし、当

該日が銀行休業日の場合はその直前の銀行営

業日）（以下、「第二種優先配当年率決定日」

という。）の午前11時における日本円12ヶ月

物トーキョー・インターバンク・オファード・

レート（日本円TIBOR）として全国銀行協会

によって公表される数値またはこれに準ずる

ものと認められるものを指すものとする。日

本円TIBOR（12ヶ月物）が公表されていない

場合は、第二種優先配当年率決定日（ただし、

当該日がロンドンにおける銀行休業日の場合

はその直前のロンドンにおける銀行営業日）

において、ロンドン時間午前11時現在の

Reuters3750ページに表示されるユーロ円12

ヶ月物ロンドン・インターバンク・オファー

ド・レート（ユーロ円LIBOR12ヶ月物（360

日ベース））として、英国銀行協会（BBA）

によって公表される数値を、日本円TIBOR

（12ヶ月物）に代えて用いるものとする。 

② ある事業年度において第二種優先株主または

第二種優先登録株式質権者に対して支払う金

銭による剰余金の配当の額が第二種優先配当

金の額に達しないときは、その不足額は翌事

業年度以降に累積しない。 

③ 第二種優先株主または第二種優先登録株式質

権者に対しては、第二種優先配当金の額を超

えて剰余金の配当は行わない。ただし、当会

社が行う吸収分割手続の中で行われる会社法

第758条第8号ロもしくは同法第760条第7号

ロに規定される剰余金の配当または当会社が

する新設分割手続の中で行われる同法第763

条第12号ロもしくは同法第765条第1項第8号

ロに規定される剰余金の配当についてはこの

限りではない。 

④ 第二種優先株主または第二種優先登録株式質

権者に対する第二種優先配当金の支払いと第

一種優先株主または第一種優先登録株式質権

者に対する第一種優先配当金の支払いの支払

順位は、同順位とする。 

 

（第二種優先中間配当金） 
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（新 設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新 設） 

 

 

 

 

（新 設） 

 

 

 

 

 

 

第13条の11 当会社は、第44条第2項に定める日を基

準日とする中間配当を行うときは、当該中間

配当に係る基準日の最終の株主名簿に記載ま

たは記録された第二種優先株主または第二種

優先登録株式質権者に対し、普通株主および

普通登録株式質権者に先立ち、第二種優先株

式1株につき、各事業年度における第二種優先

配当金の額の2分の1の額を上限とする金銭に

よる剰余金の配当（以下、「第二種優先中間

配当金」という。）を行う。 なお、第二種優

先株主または第二種優先登録株式質権者に対

する第二種優先中間配当金の支払いと第一種

優先株主または第一種優先登録株式質権者に

対する第一種優先中間配当金の支払いの支払

順位は、同順位とする。 

 

（第二種優先株主に対する残余財産の分配） 

第13条の12 当会社は、残余財産を分配するときは、

第二種優先株主または第二種優先登録株式質

権者に対し、普通株主または普通登録株式質権

者に先立ち、第二種優先株式1株につき20,000

円（ただし、第二種優先株式につき、株式の分

割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに

類する事由があった場合には、適切に調整され

る。）の金銭を支払う。 

② 第二種優先株主または第二種優先登録株式質

権者に対しては、前項のほか、残余財産の分配

は行わない。 

③ 第二種優先株主または第二種優先登録株式質

権者に対する残余財産の分配と第一種優先株

主または第一種優先登録株式質権者に対する

残余財産の分配の支払順位は、同順位とする。 

 

（第二種優先株主の議決権） 

第13条の13 第二種優先株主は、全ての事項につき株

主総会において議決権を行使することができ

ない。 

 

（第二種優先株主による種類株主総会） 

第13条の14 当会社が、会社法第322条第1項各号に掲

げる行為をする場合には、法令または本定款に

別段の定めがある場合を除き、第二種優先株主

を構成員とする種類株主総会の決議を要しな

い。 
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（新 設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新 設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（金銭を対価とする取得条項） 

第13条の15 当会社は、平成36年4月1日以降、取締役

会が別に定める日が到来したときは、法令上可

能な範囲で、第二種優先株式の全部または一部

を取得することができる。この場合、当会社は、

かかる第二種優先株式を取得するのと引換え

に、第2項に定める財産を第二種優先株主に対

して交付するものとする。なお、第二種優先株

式の一部を取得するときは、按分比例の方法に

よる。取得日の決定後も第13条の16第1項に定

める取得請求権の行使は妨げられないものと

する。 

② 当会社は、第二種優先株式の取得と引換えに、

第二種優先株式1株につき、20,000円（ただし、

第二種優先株式につき、株式の分割、株式無償

割当て、株式の併合またはこれに類する事由が

あった場合には、適切に調整される。）の金銭

を交付する。 

 

（普通株式を対価とする取得請求権） 

第13条の16 第二種優先株主は、第2項に定める取得

を請求することができる期間（以下、「取得請

求期間」という。）中、当会社に対して、自己

の有する第二種優先株式を取得することを請

求することができる。かかる取得の請求があっ

た場合、当会社は、第二種優先株主がかかる取

得の請求をした第二種優先株式を取得するの

と引換えに、第3項に定める財産を当該第二種

優先株主に対して交付する。ただし、第3項に

定める財産としての普通株式数が行使可能株

式数（以下に定義する。）を超える場合には、

行使可能株式数について取得請求の効力が生

じるものとし、行使可能株式数を超える部分に

ついては取得請求がなされなかったものとみ

なす。「行使可能株式数」とは、(i) 取得請求を

した日（以下、「取得請求日」という。）におけ

る当会社の発行可能株式総数から、取得請求日

における当会社の発行済株式総数（当会社の自

己株式数を除く。）および取得請求日における

新株予約権（当該新株予約権の権利行使期間の

初日が到来していないものを除く。）の新株予

約権者が当該新株予約権の行使により取得す

ることとなる株式の数を控除した数と、(ii) 取

得請求日における当会社の普通株式に係る発

行可能種類株式総数から、取得請求日における
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当会社の普通株式に係る発行済株式総数（当会

社の自己株式数を除く。）、取得請求権付株式

（当該取得請求権の取得請求期間の初日が到

来していないものを除く。）の株主が取得請求

権の行使により取得することとなる普通株式

の数、取得条項付株式の株主が取得事由の発生

により取得することとなる普通株式の数およ

び新株予約権（当該新株予約権の権利行使期間

の初日が到来していないものを除く。）の新株

予約権者が新株予約権の行使により取得する

こととなる普通株式の数を控除した数の、いず

れか小さい方をいう。 

② 取得請求期間は、平成33年4月1日から平成43

年3月31日までとする。 

③ 当会社は、第二種優先株式の取得と引換えに、

第二種優先株主が取得の請求をした第二種優

先株式数に20,000円（ただし、第二種優先株式

につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の

併合またはこれに類する事由があった場合に

は、適切に調整される。）を乗じた額を第4項

ないし第8項に定める取得価額で除した数の普

通株式を交付する。なお、第二種優先株式の取

得と引換えに交付すべき普通株式の数に1株に

満たない端数があるときは、会社法第167条第

3項に従ってこれを取扱う。 

④ 当初取得価額は、取得請求期間の初日（以下、

「当初取得価額決定日」という。）における普

通株式1株当たり時価（以下、「普通株式1株当

たり時価（当初取得価額決定日）」という。）

とする。ただし、普通株式1株当たり時価（当

初取得価額決定日）が第7項に定める下限取得

価額を下回る場合は、当初取得価額は下限取得

価額とする。 

  普通株式1株当たり時価（当初取得価額決定日）

とは、当初取得価額決定日に先立つ5連続取引

日の株式会社東京証券取引所における当会社

の普通株式の売買高加重平均価格（VWAP）の

平均値（VWAPのない日を除く。）に相当する

金額（円位未満切捨て。）とする。なお、当初

取得価額決定日に先立つ5連続取引日の期間に

おいて、第8項に定める取得価額の調整事由が

生じた場合は、当該平均値は第8項に準じて調

整される。 

⑤ 取得価額は、取得請求期間の毎年4月1日および

10月1日（以下、「取得価額修正日」という。）
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における普通株式1株当たり時価（以下、「普通

株式1株当たり時価（取得価額修正日）」とい

う。）に修正される（以下、「修正後取得価額」

という。）。ただし、普通株式1株当たり時価（取

得価額修正日）が第7項に定める下限取得価額

を下回る場合は、修正後取得価額は下限取得価

額とする。 

普通株式1株当たり時価（取得価額修正日）と

は、取得価額修正日に先立つ5連続取引日の株

式会社東京証券取引所における当会社の普通

株式の売買高加重平均価格（VWAP）の平均値

（VWAPのない日を除く。）に相当する金額（円

位未満切捨て。）とする。なお、取得価額修正

日に先立つ5連続取引日の期間において、第8

項に定める取得価額の調整事由が生じた場合、

当該平均値は第8項に準じて調整される。 

⑥ 取得価額には上限を設けない。 

⑦ 下限取得価額は、平成28年4月1日（以下、「下

限取得価額決定日」という。）における普通株

式1株当たり時価（以下、「普通株式1株当たり

時価（下限取得価額決定日）」という。）の50%

（円位未満切上げ。また、第8項による調整を

受ける。）とする。 

普通株式1株当たり時価（下限取得価額決定日）

とは、下限取得価額決定日に先立つ5連続取引

日の株式会社東京証券取引所における当会社

の普通株式の売買高加重平均価格（VWAP）の

平均値（VWAPのない日を除く。）に相当する

金額とする。なお、下限取得価額決定日に先立

つ5連続取引日の期間において、第8項に定める

取得価額の調整事由が生じた場合、当該平均値

は第8項に準じて調整される。 

⑧ 取得価額の調整 

イ．第二種優先株式の発行後、下記（ⅰ）ない

し（ⅵ）のいずれかに該当する場合には、取

得価額（下限取得価額を含む。以下同じ。）

を次に定める算式（以下、｢取得価額調整式｣

という。）により調整する（以下、調整後の

取得価額を「調整後取得価額」という。）。

取得価額調整式の計算については、1円未満

を切り捨てる。 

      交付普通 

× 

1 株当たりの 

    既発行 

＋ 

株式数 払込金額 

調整後 

＝ 

調整前 

× 

普通株式数 1 株当たりの時価 

取得価額 取得価額 既発行普通株式数＋交付普通株式数 
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  (ⅰ) 取得価額調整式に使用する時価（下記

ハ.に定義する。以下同じ。）を下回る払

込金額をもって普通株式を発行または自

己株式である普通株式を処分する場合

（株式無償割当ての場合を含む。）（ただ

し、当会社の普通株式の交付を請求でき

る取得請求権付株式もしくは新株予約権

（新株予約権付社債に付されたものを含

む。以下、本項において同じ。）その他の

証券（以下、「取得請求権付株式等」とい

う。）、または当会社の普通株式の交付と

引換えに当会社が取得することができる

取得条項付株式もしくは取得条項付新株

予約権その他の証券（以下、「取得条項付

株式等」という。）が取得または行使され、

これに対して普通株式が交付される場合

を除く。） 

    調整後取得価額は、払込期日（払込期

間が定められた場合は当該払込期間の末

日とする。以下同じ。）（株式無償割当て

の場合はその効力発生日）の翌日以降、

または株主に募集株式の割当てを受ける

権利を与えるためもしくは株式無償割当

てのための基準日がある場合はその日の

翌日以降、これを適用する。 

  (ⅱ) 株式の分割をする場合 

    調整後取得価額は、株式の分割のため

の基準日に分割により増加する普通株式

数（基準日における当会社の自己株式で

ある普通株式に関して増加する普通株式

数を除く。）が交付されたものとみなして

取得価額調整式を適用して算出し、その

基準日の翌日以降、これを適用する。 

  (ⅲ) 取得価額調整式に使用する時価を下

回る価額（下記ニ．に定義する。以下、

本(ⅲ)、下記(ⅳ)および(ⅴ)ならびに下記

ハ．(ⅳ)において同じ。）をもって当会社

の普通株式の交付または処分を請求でき

る取得請求権付株式等を発行する場合

（株式無償割当ておよび新株予約権無償

割当ての場合を含む。） 

    調整後取得価額は、当該取得請求権付

株式等の払込期日（新株予約権の場合は

割当日）（株式無償割当てまたは新株予約
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権無償割当ての場合はその効力発生日）

に、または株主に取得請求権付株式等の

割当てを受ける権利を与えるためもしく

は株式無償割当てもしくは新株予約権無

償割当てのための基準日がある場合はそ

の日に、当該取得請求権付株式等の全部

が当初の条件で取得または行使されて普

通株式が交付されたものとみなして取得

価額調整式を適用して算出し、その払込

期日（新株予約権の場合は割当日）（株式

無償割当てもしくは新株予約権無償割当

ての場合はその効力発生日）の翌日以降、

または当該基準日の翌日以降、これを適

用する。 

    上記にかかわらず、上記の普通株式が

交付されたものとみなされる日において

価額が確定しておらず、後日一定の日（以

下、｢価額決定日｣という。）に価額が決定

される取得請求権付株式等を発行した場

合において、決定された価額が取得価額

調整式に使用する時価を下回る場合に

は、調整後取得価額は、当該価額決定日

に残存する取得請求権付株式等の全部が

価額決定日に確定した条件で取得または

行使されて普通株式が交付されたものと

みなして取得価額調整式を適用して算出

し、当該価額決定日の翌日以降これを適

用する。 

  (ⅳ) 当会社が発行した取得請求権付株式

等に、価額がその発行日以降に修正され

る条件（本イ．またはロ．と類似する希

薄化防止のための調整を除く。）が付され

ている場合で、当該修正が行われる日（以

下、「修正日」という。）における修正後

の価額（以下、「修正価額」という。）が

取得価額調整式に使用する時価を下回る

場合 

    調整後取得価額は、修正日に、残存す

る当該取得請求権付株式等の全部が修正

価額で取得または行使されて普通株式が

交付されたものとみなして取得価額調整

式を適用して算出し、当該修正日の翌日

以降これを適用する。 

    なお、かかる取得価額調整式の適用に

際しては、下記(a)ないし(c)の場合に応じ
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て、調整後取得価額を適用する日の前日

において有効な取得価額に、それぞれの

場合に定める割合（以下、「調整係数」と

いう。）を乗じた額を調整前取得価額とみ

なすものとする。 

  (a) 当該取得請求権付株式等について当

該修正日の前に上記(ⅲ)または本(ⅳ)

による調整が行われていない場合 

     調整係数は1とする。 

   (b) 当該取得請求権付株式等について当

該修正日の前に上記(ⅲ)または本(ⅳ)

による調整が行われている場合であっ

て、当該調整後、当該修正日までの間

に、第5項による取得価額の修正が行

われている場合 

     調整係数は1とする。 

     ただし、下限取得価額の算定におい

ては、調整係数は、上記(ⅲ)または本

(ⅳ)による直前の調整を行う前の下限

取得価額を当該調整後の下限取得価額

で除した割合とする。 

   (c) 当該取得請求権付株式等について当

該修正日の前に上記(ⅲ)または本(ⅳ)

による調整が行われている場合であっ

て、当該調整後、当該修正日までの間

に、第5項による取得価額の修正が行

われていない場合 

     調整係数は、上記(ⅲ)または本(ⅳ)

による直前の調整を行う前の取得価額

を当該調整後の取得価額で除した割合

とする。 

  (ⅴ) 取得条項付株式等の取得と引換えに

取得価額調整式に使用される時価を下回

る価額をもって当会社の普通株式を交付

する場合 

    調整後取得価額は、取得日の翌日以降

これを適用する。 

    ただし、当該取得条項付株式等につい

て既に上記(ⅲ)または(ⅳ)による取得価

額の調整が行われている場合には、調整

後取得価額は、当該取得と引換えに普通

株式が交付された後の完全希薄化後普通

株式数（下記ホ．に定義する。）が、当該

取得の直前の既発行普通株式数を超える

ときに限り、当該超過する普通株式数が
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交付されたものとみなして取得価額調整

式を適用して算出し、取得の直前の既発

行普通株式数を超えないときは、本(ⅴ)

による調整は行わない。 

  (ⅵ) 株式の併合をする場合 

    調整後取得価額は、株式の併合により

減少した普通株式数（効力発生日におけ

る当会社の自己株式である普通株式に関

して減少した普通株式数を除く。）を負の

値で表示して交付普通株式数とみなして

取得価額調整式を適用して算出し、株式

の併合の効力発生日以降、これを適用す

る。 

ロ．上記イ．(ⅰ)ないし(ⅵ)に掲げる場合のほか、

合併、会社分割、株式交換または株式移転等

により、取得価額（下限取得価額を含む。）の

調整を必要とする場合は、取締役会が適当と

判断する取得価額（下限取得価額を含む。）に

変更される。 

ハ．(ⅰ) 取得価額調整式に使用する「時価」は、

調整後取得価額を適用する日に先立つ5

連続取引日の株式会社東京証券取引所に

おける当会社の普通株式の売買高加重平

均価格（VWAP）の平均値（VWAPのな

い日を除く。）に相当する金額（円位未満

切捨て。）とする。なお、上記5連続取引

日の間に、取得価額の調整事由が生じた

場合、調整後取得価額は、本項に準じて

調整する。 

  (ⅱ) 取得価額調整式に使用する「調整前取

得価額」は、調整後取得価額を適用する

日の前日において有効な取得価額とす

る。 

  (ⅲ) 取得価額調整式に使用する「既発行普

通株式数」は、基準日がある場合はその

日（上記イ．(ⅰ)ないし(ⅲ)に基づき当該

基準日において交付されたものとみなさ

れる普通株式数は含まない。）の、基準日

がない場合は調整後取得価額を適用する

日の1ヶ月前の日の、当会社の発行済普

通株式数（自己株式である普通株式数を

除く。）に、当該取得価額の調整の前に上

記イ．およびロ．に基づき「交付普通株

式数」とみなされた普通株式であって未

だ交付されていない普通株式数（ある取
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得請求権付株式等について上記イ．

(ⅳ)(b)または(c)に基づく調整が初めて適

用される日（当該日を含む。）からは、当

該取得請求権付株式等に係る直近の上記

イ．(ⅳ)(b)または(c)に基づく調整に先立

って適用された上記イ．(ⅲ)または(ⅳ)

に基づく調整により「交付普通株式数」

とみなされた普通株式数は含まない。）を

加えたものとする。  

 

  (ⅳ) 取得価額調整式に使用する「1 株当た

りの払込金額」とは、上記イ．(ⅰ)の場

合には、当該払込金額（株式無償割当て

の場合は0円）（金銭以外の財産による払

込みの場合には適正な評価額）、上記イ．

(ⅱ)および(ⅵ)の場合には0円、上記イ．

(ⅲ)ないし(ⅴ)の場合には価額（ただし、

(ⅳ)の場合は修正価額）とする。 

ニ．上記イ．(ⅲ)ないし(ⅴ)および上記ハ．(ⅳ)

において「価額」とは、取得請求権付株式等

または取得条項付株式等の発行に際して払込

みがなされた額（新株予約権の場合には、そ

の行使に際して出資される財産の価額を加え

た額とする。）から、その取得または行使に際

して当該取得請求権付株式等または取得条項

付株式等の所持人に交付される普通株式以外

の財産の価額を控除した金額を、その取得ま

たは行使に際して交付される普通株式数で除

した金額をいう。 

ホ．上記イ．(ⅴ)において「完全希薄化後普通

株式数」とは、調整後取得価額を適用する日

の既発行普通株式数から、上記ハ．(ⅲ)に従

って既発行普通株式数に含められている未だ

交付されていない普通株式数で当該取得条項

付株式等に係るものを除いて、当該取得条項

付株式等の取得により交付される普通株式数

を加えたものとする。 

ヘ．上記イ．(ⅰ)ないし(ⅲ)において、当該各行

為に係る基準日が定められ、かつ当該各行為

が当該基準日以降に開催される当会社の株主

総会における一定の事項に関する承認決議を

停止条件としている場合には、上記イ．(ⅰ)

ないし(ⅲ)の規定にかかわらず、調整後取得

価額は、当該承認決議をした株主総会の終結

の日の翌日以降にこれを適用する。 
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ト．取得価額調整式により算出された上記イ．

第2文を適用する前の調整後取得価額と調整

前取得価額との差額が1円未満にとどまると

きは、取得価額の調整は、これを行わない。

ただし、その後取得価額調整式による取得価

額の調整を必要とする事由が発生し、取得価

額を算出する場合には、取得価額調整式中の

調整前取得価額に代えて調整前取得価額から

この差額を差し引いた額を（ただし、円位未

満小数第2位までを算出し、その小数第2位を

切り捨てる。）使用する。 

⑨ 第4項ないし第8項に定める取得価額（第13条

の17 第2項に定める一斉取得価額を含む。以

下、本項において同じ。）は、希薄化防止およ

び異なる種類の株式の株主間の実質的公平の

見地から解釈されるものとし、その算定が困難

となる場合または算定の結果が不合理となる

場合には、当会社の取締役会は、取得価額の適

切な調整その他の合理的に必要な措置をとる

ものとする。 

 

（普通株式を対価とする一斉取得） 

第13条の17 当会社は、取得請求期間の末日までに当

会社に取得されていない第二種優先株式の全

てを取得請求期間の末日の翌日（以下、「一斉

取得日」という。）をもって取得する。この場

合、当会社は、かかる第二種優先株式を取得す

るのと引換えに、各第二種優先株主に対し、そ

の有する第二種優先株式数に20,000円（ただ

し、第二種優先株式につき、株式の分割、株式

無償割当て、株式の併合またはこれに類する事

由があった場合には、適切に調整される。）を

乗じた額を第2項に定める一斉取得価額で除し

た数の普通株式を交付するものとする。第二種

優先株式の取得と引換えに交付すべき普通株

式の数に1株に満たない端数がある場合には、

会社法第234条に従ってこれを取扱う。 

② 一斉取得価額は、一斉取得日に先立つ45取引日

目に始まる30連続取引日（以下、「一斉取得価

額算定期間」という。）の株式会社東京証券取

引所における当会社の普通株式の売買高加重

平均価格（VWAP）の平均値（VWAPのない日

を除く。）に相当する金額（円位未満切捨て。）

とする。なお、一斉取得価額算定期間において、

第13条の16第8項に定める取得価額の調整事
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（新 設） 

 

 

 

 

（新 設） 

 

 

 

 

（新 設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 4 章 株主総会 

 

第 23 条～第 28 条 略 

 

（種類株主総会）  

第29条 第25条、第26条、第27条第1項および第28条

の規定は、種類株主総会についてこれを準用

する。 

② 第27条第2項の規定は、会社法第324条第2項

の規定による種類株主総会の決議にこれを準

用する。 

③ 第24条の規定は、定時株主総会と同日に開催

される種類株主総会にこれを準用する。 

 

第５章 取締役および取締役会 

 

第 30 条～第 39 条 略 

 

第 6 章 監査役および監査役会 

由が生じた場合、当該平均値は第13条の16第8

項に準じて調整される。ただし、かかる計算の

結果、一斉取得価額が第13条の16第7項に定め

る下限取得価額を下回る場合は、一斉取得価額

は下限取得価額とする。 

 

（第二種優先株式の譲渡制限） 

第13条の18 第二種優先株式を譲渡により取得する

ことについては当会社の取締役会の承認を要

する。 

 

（第二種優先配当金等の除斥期間） 

第 13 条の 19 第 45 条の規定は、第二種優先配当金お

よび第二種優先中間配当金の支払について、こ

れを準用する。 

 

（株式の分割または併合および株式無償割当て） 

第14条 当会社は、株式の分割または併合を行うとき

は、普通株式、第一種優先株式および第二種優

先株式の種類ごとに、同時に同一の割合で行

う。 

② 当会社は、株式無償割当てを行うときは、普

通株式、第一種優先株式および第二種優先株式

の種類ごとに、当該種類の株式の無償割当て

を、同時に同一の割合で行う。 

 

第 4 章 株主総会 

 

第 15 条～第 20 条 現行どおり 

 

（種類株主総会）  

第21条 第17条、第18条、第19条第1項および第20条

の規定は、種類株主総会についてこれを準用

する。 

② 第19条第2項の規定は、会社法第324条第2項

の規定による種類株主総会の決議にこれを準

用する。 

③ 第16条の規定は、定時株主総会と同日に開催

される種類株主総会にこれを準用する。 

 

第５章 取締役および取締役会 

 

第 22 条～第 31 条 現行どおり 

 

第 6 章 監査役および監査役会 
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第 40 条～第 47 条 略 

 

第 7 章 会計監査人 

 

第 48 条～第 49 条 略 

 

第 8 章 計算 

 

第 50 条～第 53 条 略 

 

 

第 32 条～第 39 条 現行どおり 

 

第 7 章 会計監査人 

 

第 40 条～第 41 条 現行どおり 

 

第 8 章 計算 

 

第 42 条～第 45 条 現行どおり 

 

 

３．定款変更の日程    

平成 27年 11月 27日（木）（予定） 定款一部変更のための臨時株主総会及び普通株主様によ

る種類株主総会開催日 

平成 28年  4月 1日（金）（予定） 定款一部変更の効力発生日 

 

４．その他 

当社は、本日別途、「株式会社東京ＴＹフィナンシャルグループと株式会社新銀行東京の経

営統合（株式交換）に関する最終合意について」を公表しております。本株式交換の詳細につい

ては、当該プレスリリースをご参照ください。 

 

以 上 

 

 

【本件に関するお問い合わせ先】 

東京ＴＹフィナンシャルグループ  経営企画部 

東京都民銀行 経営企画部広報室   TEL 03－3505－2155 

八千代銀行  経営企画部 ＩＲ課   TEL 03－3352－2295 

 


